
船舶事故調査報告書 

平成２９年４月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月３１日 １１時５５分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜町日ノ御埼西方沖 

 紀伊日ノ御埼灯台から真方位２６１°５.７海里付近 

 （概位 北緯３３°５２.０′ 東経１３４°５６.９′） 

事故の概要  遊漁船千代
ち よ

丸は、東進中、また、漁船一
かず

丸は、操業中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 平成２８年８月１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 千代丸、１１トン 

   ＷＫ２－５２５８（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５２－２２０８８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 一丸、４.９トン 

   ＷＫ３－２１０９９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客１０人を乗せて東進中、

船長Ａが、釣り客の釣りの仕掛けを見ながら航行を続けていたとこ

ろ、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、操業中、船長Ｂが、左舷方から

接近するＡ船を視認したが、以前、Ａ船が情報交換の目的で接近した

ことがあったので、同様の目的で接近し、いずれ停船するものと思

い、操業を続けた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、釣り客の釣りの仕掛けを見ていて、見張りを適

切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が停船するものと思い、操業を続けたこと

から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が東進中、Ｂ船が操業中、船長Ａが見張りを行って

おらず、また、船長Ｂが操業を続けたため、両船が衝突したものと考



えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


